
 

 

郡山市産学金官連携タイ販路開拓業務公募型プロポーザル審査基準 

 

令和８年４月２日作成  

第１ 審査手順 

１ 資格審査 

   市は、参加者から提出される参加資格審査に関する書類をもとに、参加者が満たすべ

き参加資格要件及び業務遂行能力について確認し、確認の結果、資格を満たさない場合

のみ、失格の旨を通知する。 

 

２ 提案審査 

（１）提案書類の確認 

市は、参加者に求めた提案書類が全て揃っていることを確認し、提出書類が不備の場

合は、失格とする。 

（２）郡山市産学金官連携タイ販路開拓業務に係るプロポーザル選定委員会（以下「選定

委員会」という。）は、参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内容に

ついて審査を行い、審査項目ごとに点数を付与する。 

 （３）契約候補者及び次順位者の選定 

選定委員会は、評価点の最も高い提案を契約候補者として選定し、次に高い提案を次

順位者として選定する。総合評価点の最も高い提案が２つ以上ある場合は、食品関連の

小売店実演販売フェア（トップセールス）及び大学での市長特別講演実施業務の合計点

数が最も高い提案を契約候補者として選定する。 

 （４）最低制限基準 

   最低制限基準として、選定委員会委員の合計点数が配点の合計の 60％とし、60％に

満たない場合は失格とする。 

 

第２ 審査項目及び配点 

 評価ポイント 配点 

基礎評価【15 点】 

（１）事業趣旨 

・現在までの取組を理解し、活用されている提案か。 

・事業趣旨の理解がなされている提案か。 

・企画提案の内容が事業趣旨と合致しているか。 

５ 

（２）業務体制 

業務実績 

・十分な経験や同種業務実績を有している者を配置

し、業務が遂行できる人員体制か。 

・タイに対する見識があり、本事業を実施できる企業・

体制か。 

５ 

（３）見積額  ５ 



 

 

事業評価【85 点】 

（４）医療福祉関連製

品展示会出展業務 

・提案された展示会は、本業務の目的及び趣旨と合致

しており、効果が見込めるものとなっているか。 

・出展ブースの企画及び運営は、本業務の目的及び仕

様書に合致する提案となっているか。 

・職員渡航の手配においては、仕様書に合致する提案

となっているか。また、訪問先の選定は、他の項目と

の相乗効果が見込めるものとなっているか。 

10 

（５）食品関連の小売

店実演販売フェア（ト

ップセールス）及び大

学での市長特別講演

実施業務 

＜小売店実演販売フェア＞ 

・会場の選定、実施内容は、成果が期待できる提案か。 
５ 

・責任者、通訳、販売員の配置など本業務を実施でき

る体制か。 

・仕様書に合致する提案となっているか。 

５ 

＜大学での市長特別講演＞ 

・仕様書に合致する提案となっているか。 

・視察先の選定は、本業務の目的と合致する提案、ト

ップセールスにおける視察先として効果的なものと

なっているか。 

10 

（６）現地百貨店和菓

子フェア出展業務 

・通訳、販売員の配置、装飾など本業務を実施できる

体制か。 
10 

・職員渡航の手配においては、仕様書に合致する提案

となっているか。 
５ 

（７）食品関連バイヤ

ー及び商社の招聘業

務 

・招聘する相手方、行程、内容など本事業の成果が期

待できる提案か。 
５ 

・３回目の取組となり、複数回実施するための意図を

理解しており、効果の見込める内容か。 
５ 

（８）マネキンを活用

した輸出商品現地プ

ロモーション業務（食

品） 

・販売員の配置及び実施体制について、円滑な実施が

見込める提案となっているか。 

・事業者への支払代行について、適正な手法となって

いるか。 

10 

（９）ランシット大学

インターンシップの

・インターンシップの目的を十分に理解しているか。 

・研修に関する提案内容は効果的なものか。 
５ 



 

 

受入れ業務 ・ビザ手配の手法は適切かつ大幅な遅滞なく実施可能

なスケジュールとなっているか。 
５ 

（10）独自提案 
・仕様書に定める以上の独自提案があるか、その提案

は効果的なものか。 
10 

合計 100 

 


